
第１２号議案 

 

 

 

   中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例 

 

 

 上記の議案を提出します。 

 

 

 

  令和６年２月９日 

 

 

 

提出者 中野区長  酒 井 直 人    

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 議員報酬及び期末手当の額を改める必要がある。 



   中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例 

 

中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１

年中野区条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表議長の項中「８９２，４００円」を「９０１，１００円」

に改め、同表副議長の項中「７５６，１００円」を「７６３，５００

円」に改め、同表委員長の項中「６４７，９００円」を「６５４，２

００円」に改め、同表副委員長の項中「６１８，６００円」を「６２

４，７００円」に改め、同表上記以外の議員の項中「５８９，０００

円」を「５９４，８００円」に改める。 

 第６条第２項中「１００分の１９７．５」を「１００分の２０２．

５」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年３月１日から施行する。 


